
○
寄
附
金
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
附
金
又
は
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
す

る
寄
附
金
を
指
定
す
る
件

〔
平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

財
務
省
告
示
第
八
十
四
号
〕

〔
最
終
改
正

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

財
務
省
告
示
第
八
十
五
号
〕

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
七
十
八
条
第
二
項
第
二
号
及
び
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法

律
第
三
十
四
号
）
第
三
十
七
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
寄
附
金
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
附
金
又
は
法

人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
す
る
寄
附
金
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
、
平
成
二
十

三
年
三
月
十
一
日
以
後
に
支
出
さ
れ
た
寄
附
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
な
お
、
東
日
本
大
震
災
（
東
日
本
大
震
災

の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条

第
一
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
東
日
本
大
震
災
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
災
害
の
復
旧
の
た
め
に
平
成
二

十
三
年
六
月
十
日
か
ら
平
成
三
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
支
出
さ
れ
た
寄
附
金
（
第
四
号
に
掲
げ
る
も

の
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
寄
附
金
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
附
金
又
は
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の

金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
す
る
寄
附
金
を
指
定
す
る
件
（
昭
和
四
十
年
四
月
大
蔵
省
告
示
第
百
五
十
四
号

）
第
一
号
及
び
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
寄
附
金
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る
民
間
奉
仕
活
動
を
行
う
団
体
等
が
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
対
す
る
救
援
又
は

生
活
再
建
の
支
援
を
行
う
活
動
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
被
災
者
支
援
活
動
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な

資
金
に
充
て
る
も
の
と
し
て
、
社
会
福
祉
法
人
中
央
共
同
募
金
会
に
対
し
て
支
出
さ
れ
た
寄
附
金
（
平
成
二
十

三
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
支
出
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
全
額

二

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
三
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
認
定
特
定
非

営
利
活
動
法
人
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
と
い
う
。
）
、
同
条
第
四
項
に
規

定
す
る
特
例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
と

い
う
。
）
又
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
号
）
附
則

第
十
条
第
四
項
（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）
に
規
定
す
る
旧
認
定
特
定
非
営
利
活
動

法
人
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旧
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
法
人
（
以
下
こ
の
号

及
び
第
四
号
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
法
人
を
「
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
」
と
い
う
。
）
の
東
日
本
大
震
災

の
被
災
者
支
援
活
動
（
相
当
の
対
価
又
は
助
成
金
を
得
て
行
わ
れ
る
活
動
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
特
に
必
要
と
な
る
費
用
（
ホ
に
お
い
て
「
必
要
費
用
」
と
い
う
。
）
に
充
て
る
た
め
に
当

該
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
に
対
し
て
さ
れ
る
寄
附
金
で
あ
っ
て
、
当
該
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等

が
当
該
寄
附
金
の
募
集
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
つ
い
て
、
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
又

は
特
例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
あ
っ
て
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
九
条
（
所
轄
庁
）
に
規
定
す
る

所
轄
庁
の
、
旧
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
あ
っ
て
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
所
轄
国
税
局
長
の
確
認

を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
支
出
さ
れ
た
も
の
の
全
額

イ

当
該
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
が
当
該
被
災
者
支
援
活
動
を
自
ら
行
う
た
め
に
、
当
該
寄
附
金
の
募

集
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
こ
と
。

ロ

募
集
要
綱
（
寄
附
金
の
使
途
並
び
に
募
集
の
方
法
及
び
期
間
並
び
に
募
集
し
た
寄
附
金
の
管
理
の
方
法
を

明
ら
か
に
し
た
書
面
を
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な

方
法
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
。

ハ

そ
の
募
集
す
る
寄
附
金
に
係
る
会
計
と
他
の
会
計
と
を
区
分
し
て
経
理
す
る
こ
と
。

ニ

そ
の
募
集
す
る
寄
附
金
の
収
入
の
実
績
並
び
に
当
該
被
災
者
支
援
活
動
に
係
る
活
動
及
び
支
出
の
実
績
に

つ
い
て
、
適
時
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
。

ホ

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
が
到
来
し
た
場
合
、
当
該
被
災
者
支
援
活
動
が
終
了
し
た
場
合
又
は
不

正
等
の
事
実
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ま
で
に
受
け
入
れ
た
当
該
寄
附
金
の
額
か
ら
当
該
寄
附
金
の
う
ち

当
該
必
要
費
用
に
充
て
ら
れ
た
も
の
の
額
（
同
日
が
到
来
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
日
後
に
行
う
当
該
被

災
者
支
援
活
動
に
係
る
必
要
費
用
の
額
を
含
む
。
）
を
控
除
し
た
残
額
に
つ
い
て
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被

害
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
並
び
に
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
の
収
容
及
び
保
護
を
行
う
地
方
公
共
団
体
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
業
を
行
う
地
方
公
共
団
体
に
寄
附
す
る
こ
と
。

三

公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
の
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
支
援
活
動
に
特
に
必
要
と
な
る
費
用
（
ハ

に
お
い
て
「
必
要
費
用
」
と
い
う
。
）
に
充
て
る
た
め
に
当
該
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
に
対
し
て

さ
れ
る
寄
附
金
で
あ
っ
て
、
当
該
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
が
当
該
寄
附
金
の
募
集
に
つ
き
次
に
掲



げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
つ
い
て
当
該
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
に
係
る
行
政
庁
（
公
益
社
団
法

人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
条
（
行
政
庁
）
に

規
定
す
る
行
政
庁
を
い
う
。
）
の
確
認
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
支
出
さ
れ
た
も
の
の
全
額

イ

当
該
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
が
当
該
被
災
者
支
援
活
動
を
自
ら
行
う
た
め
に
、
当
該
寄
附
金

の
募
集
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
こ
と
。

ロ

募
集
要
綱
（
寄
附
金
の
使
途
並
び
に
募
集
の
方
法
及
び
期
間
並
び
に
募
集
し
た
寄
附
金
の
管
理
の
方
法
を

明
ら
か
に
し
た
書
面
を
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な

方
法
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
。

ハ

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
が
到
来
し
た
場
合
、
当
該
被
災
者
支
援
活
動
が
終
了
し
た
場
合
又
は
不

正
等
の
事
実
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ま
で
に
受
け
入
れ
た
当
該
寄
附
金
の
額
か
ら
当
該
寄
附
金
の
う
ち

当
該
必
要
費
用
に
充
て
ら
れ
た
も
の
の
額
（
同
日
が
到
来
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
日
後
に
行
う
当
該
被

災
者
支
援
活
動
に
係
る
必
要
費
用
の
額
を
含
む
。
）
を
控
除
し
た
残
額
に
つ
い
て
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被

害
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
並
び
に
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
の
収
容
及
び
保
護
を
行
う
地
方
公
共
団
体
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
業
を
行
う
地
方
公
共
団
体
に
寄
附
す
る
こ
と
。

四

法
人
税
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
法
人
（
港
務
局
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
公

共
法
人
」
と
い
う
。
）
、
同
法
別
表
第
二
に
掲
げ
る
法
人
、
法
人
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平

成
二
十
年
政
令
第
百
五
十
六
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
（
収
益
事
業
の
範
囲
に
関
す
る
経
過
措
置
）
に
規
定
す

る
特
例
民
法
法
人
又
は
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
法
人
を
「
公
共
・

公
益
法
人
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
支
出
さ
れ
た
寄
附
金
（
そ
の
寄
附
金
を
募
集
す
る
こ
と
に
つ
い
て
相
当

の
理
由
が
あ
る
こ
と
及
び
募
集
要
綱
（
寄
附
金
の
使
途
並
び
に
募
集
の
目
標
額
、
方
法
及
び
期
間
並
び
に
募
集

し
た
寄
附
金
の
管
理
の
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
書
面
を
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
に
つ
き
当
該
公
共
・
公
益
法
人
等
が
平
成
二
十
三
年

六
月
十
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
公
共
・
公
益
法
人
等
に
係
る
主
務
官
庁
（
所

轄
庁
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
確
認
を
受
け
た
場
合
（
法
令
等
に
基
づ
く
建
築
行
為
等
の

制
限
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
主
務
官
庁
が
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
の
い
ず
れ
か
の
日
を
当
該
確
認
を
受
け
る
期
限
と
し
て
定
め
る
と
き
は
、
同
日
ま
で
に
当
該
確
認
を

受
け
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
そ
の
確
認
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
同
日
以
後
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
間
に
支
出
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
、
公
共
・
公
益
法
人
等
が
事
業
の
用
に
供
し
て
い
た
建
物
（
そ
の
附

属
設
備
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
構
築
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い

た
土
地
そ
の
他
の
固
定
資
産
（
公
共
・
公
益
法
人
等
の
う
ち
公
共
法
人
以
外
の
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人

が
行
う
同
法
第
二
条
第
十
三
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
収
益
事
業
以
外
の
事
業
の
用
に
専
ら
供
さ
れ
て
い
た
も

の
に
限
る
。
）
の
う
ち
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
又
は
損
壊
を
し
た
も
の
（
そ
の
利
用
の
継
続
が
困
難
で
あ

る
こ
と
に
つ
き
当
該
公
共
・
公
益
法
人
等
に
係
る
主
務
官
庁
が
認
め
た
も
の
に
限
る
。
）
の
原
状
回
復
（
当
該

建
物
及
び
構
築
物
並
び
に
土
地
の
所
在
地
に
お
い
て
原
状
に
復
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
所
在

地
以
外
の
地
域
に
お
い
て
原
状
に
復
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
当
該
主
務
官
庁
が
認
め
た
場
合
に

は
、
当
該
建
物
及
び
構
築
物
並
び
に
土
地
の
そ
の
滅
失
又
は
損
壊
の
直
前
の
用
途
と
同
一
の
用
途
に
供
さ
れ
る

建
物
及
び
構
築
物
並
び
に
土
地
（
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
を
含
む
。
）
の
取
得
を
含
む
。
）
に
要
す
る
費
用

に
充
て
ら
れ
る
も
の
の
全
額

五

全
国
商
工
会
連
合
会
に
対
し
て
平
成
二
十
三
年
三
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
支
出
さ
れ
た
寄
附
金
で
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
地
域
を
地
区
と
す
る
商
工
会
又
は
都
道

府
県
商
工
会
連
合
会
が
全
国
商
工
会
連
合
会
の
策
定
し
た
計
画
に
基
づ
き
行
う
そ
の
地
区
に
お
け
る
商
工
業
に

関
す
る
施
設
の
復
旧
及
び
経
済
の
早
期
の
復
興
を
図
る
事
業
（
商
工
会
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号

）
第
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
九
号
及
び
第
十
号
又
は
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で
（
事
業
の
範
囲
）
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
要
す
る
費
用
に
充
て
ら
れ
る
も

の
の
全
額

六

日
本
商
工
会
議
所
に
対
し
て
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
支
出
さ
れ
た
寄
附
金
で
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
地
域
を
地
区
と
す
る
商
工
会
議
所
が
日

本
商
工
会
議
所
の
策
定
し
た
計
画
に
基
づ
き
行
う
そ
の
地
区
に
お
け
る
商
工
業
に
関
す
る
施
設
の
復
旧
及
び
経

済
の
早
期
の
復
興
を
図
る
事
業
（
商
工
会
議
所
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
第
九
条
第
三
号
か



ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
（
事
業
の
種
類
）
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る

。
）
に
要
す
る
費
用
に
充
て
ら
れ
る
も
の
の
全
額

七

公
益
財
団
法
人
ヤ
マ
ト
福
祉
財
団
に
対
し
て
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
六
月
三
十

日
ま
で
の
間
に
支
出
さ
れ
た
寄
附
金
で
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
地
域
に
お
け
る
農
業
若
し
く

は
水
産
業
そ
の
他
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
産
業
の
基
盤
の
整
備
又
は
生
活
環
境
の
整
備
に
よ
り
当
該
地
域
の
復
旧

及
び
復
興
を
図
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
ら
れ
る
も
の
の
全
額


